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※所得とは…前年の収入から必要経費（公的年金等控除額、給与所得控除額
など）を差し引いた額。なお、社会保険料控除、医療費控除、
配偶者控除などの所得控除を適用する前の額です。
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（限度額５０万円）
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（本人の所得に応じた額）
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（１人当たりの額）
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　保険料額は、７月に保険料額決定通知書で個別に通知します。

※１年間の保険料は、１００円未満を切り捨てます。
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　被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。なお、世帯主が被保険者でない場合でも、所得の判
定の対象となります。
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６,６２８円６,３００円８.５割３３万円

４,４００円４,３００円９割
被保険者全員の年金収入がそれぞれ８０
万円以下で、他の所得がない

２２,０９６円２１,５７１円５割
３３万円+（２４万５千円×世帯主を除く世帯
の被保険者数）

３５,３５３円３４,５１４円２割３３万円+（３５万円×世帯の被保険者数）

平成２２・２３年度
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平成２０・２１年度
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４３,１４３円
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（加入者が等しく負担）

平成２２・２３年度
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平成２０・２１年度

９.６３％
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加入者の所得に
応 じ て 負 担（ ）
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　被保険者個人の所得で判定します。前年の所得から３３万円を引いた額（賦課のもととなる所得金
額）が、５８万円以下の方は所得割が５割軽減となります。

※被用者保険とは…全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」（旧社会保険）や
組合管掌健康保険（企業の健康保険など）、共済組合など、
いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国
民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
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　後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険の被扶養者だった方は、所得割はかからず、均
等割が９割軽減となり、年間の保険料が４,４００円になります。
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対　　　　象　�岩見沢市の国民健康保険に加入している５０歳以上の方
　　　　　　　�平成２２年 3月３１日現在、保険料を完納している方、もしくは 5月までに完納

見込みの方
　　　　　　　※ペースメーカー、人工内耳を埋め込んでいる方、すでに脳外科等で治療を受け

ている方はご遠慮ください。また、金属や機器が体内にある方は検査を受け
られない場合があります。

実 施 期 間　5月～平成２３年 3月（受診日等は市で指定し、後日連絡します）
実施医療機関　市立総合病院（９西７）、岩見沢脳神経外科（８西１９）
検 診 料 金　５,０００円
実 施 人 数　１００人（応募者多数の場合は、初めて受診する方を

優先して抽選します）
申 込 期 限　４月１６日�（当日消印有効）
申 込 方 法　封書または、はがきで、住所、氏名、生年月日、

電話番号、被保険者証番号を記入し、郵送してく
ださい。電話等での受け付けは行いません。

申込・問合先　�０６８-８６８６　岩見沢市鳩が丘１丁目１番１号
　　　　　　　岩見沢市役所健康推進課国保係
※申し込みは、封書または、はがき１通で１人分とし、１人１回限
りです。
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１８０万円－１２０万円－３３万円
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�所得割の金額
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����被保険者の年金収入が１８０万円、公的年金等控除１２０万円の場合

５８万円以下なので軽減に該当


